
第 3回景観地区検討部会 「“ニセコらしさ”につながる質の高いリゾート地景観の形成のあり方」

“ニセコらしさ”につながる目指すべき景観形成の在り方について、以下のポイントを踏まえ、フィールドワーク及びフィールドワーク後の意見交換を行います。

１ ボリューム（高さや建蔽率など）の在り方
～ CV、PV,山田Ⅰ地区,山田Ⅱ地区,大沢川沿い地区など ～

２ ニセコエリアにおける敷地の使い方
～ 緑化やオープンスペース、駐車場配置の考え方 ～

３ ニセコらしいと思える建物のしつらえ（形態意匠のあり方）
～ エリア全体として波及していくと良いもの ～

４ リゾート地としての付加価値につながらないもの（形態意匠のあり方）
～ 淘汰していくべきもの ～

メ モ 欄

■視点1-①
・ 最高高さの限度が16ｍ（22ｍ）のエリア、センタービレッジ地区、山
田Ⅱ地区、大沢川沿い地区の是非。これまでの評価。

■視点1-②
・ 山田Ⅱ地区と大沢川沿い地区のボリュームダウンの必要性。

■第１回、第２回景観地区検討部会で出された「ボリューム」に関する意見
・ 山田Ⅰ地区が高さ制限 13ｍに対し、反対側の山田Ⅱ地区が高さ制限最高
22ｍとするのは望ましくない。

・ 規模の大きな開発で、高さ 13ｍを守っているが過度に樹木が伐採されている
ところもある。逆に高さを出しても周りに木を残した公園のようにすると有りかと
思う。

・ 今後も宿泊施設が建つ際に、大沢川沿い地区や山田Ⅱ地区は候補に挙がる。
地区内でも高層を誘導するエリアと、低層を誘導するエリアに分け、まちの核を
作ったり、閑静な街並みへ誘導することもできる。

・ 山田Ⅱ地区では土地の売買が進んでおり、後から規制をかけることは難しい。
山田Ⅱ地区はセンタービレッジ地区とは別の基準が必要かと思う。

・ 山田Ⅱ地区と大沢川沿い地区は景観地区を定めた際に、既にプロジェクトが
進んでいたことから高さを 22ｍにした。時代に合わせて整理し直すべき。

■視点 2-①
・ 建物の規模や用途別に、「緑化」、「オープンスペース」、「駐車場」
を考える。
A：3～5階建て ホテル、コンドミニアム、集合住宅、商業施設 等

1,000～2,000 ㎡以上
B：1～3階建て コンビニ、レンタカーショップ、診療所、レストラン 等

100～500㎡程度
C：1～3階建て レジデンス、住宅、別荘、戸建てコンドミニアム 等

100～500㎡程度

■第１回、第２回景観地区検討部会で出された「敷地の使い方」に関する意見
・ 倶知安の魅力を損ねている建物が少ないのは、山・森がセットになって建物が
あるから。森が無くなり、全てがコンドミニアム等になったらどうなるか、考えてい
く必要がある。

・ レンタカーで移動する方が多くなってきており、路上駐車も見られる。今後建て
る建築物に関しては駐車場を余裕を持って設けるなど、考えていくべき。

・ 開発の際はある程度木を残すルールがあっても良い。また、建物を建てる際に
は、町から町木のイタヤカエデの苗を配るなどの制度があると良い。

・ 他リゾート地のエリア内は歩いて楽しむというのが基本。ひらふ地区には歩いて
楽しむ要素が少ない。1階部分は店舗にするなどで、賑わいを作りやすくなる。

・ 木が切り倒されている現状を見ると、緑地率のルールが必要だと思う。
・ 一度決めたルールをさらに厳しくするのは難しいこともあるが、例えば敷地内の
みどりをどう活かしていくかなど、別のルールで補うこともできる。「みどり」の確
保についてはルールが必要である。

■第１回、第２回景観地区検討部会で出された「建物のしつらえ」に関する意見
・ 既存建築物のリノベーションへの誘導をいかにできるかが重要。
・ 様々な事業者がおり、建物もさまざまである。このエリアの建物の方向性を示す
ことができ、調和が進むと良い。

・ アジア圏の事業者は目立つ建物を計画することが多く、結果として統一感がな
くなる。建物の色や形態などを絞っていく方向で考えていくと良い。

・ ひらふ坂を上る際に色が気になる。検討委員会や審査会などでもう少し強く規
制しても良いと感じる。

・ 山田Ⅰ地区は基本的に良い風景ができつつあり、樺山地区もお手本になりえ
るものもある。地域の魅力を引き出すような開発を誘導していきたい。


